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※関係機関等におかれましても各種広報誌等で必ず回覧をして頂きますようお願いします。

～被害防止のポイント～
・ 記載された電話番号には絶対連絡しないでください！
・ お金の請求や裁判などに関するハガキや封書、メールが
届いたら、必ず詐欺を疑い、まずは家族や警察に相談してく
い。ださ

通知書（Ａ４サイズ）

長崎県内において、

「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」

と記載されたハガキが届いたという相談が数多く寄せられて
いるところですが、新たに、 を使用する架空請求詐欺の封書
手口を認知しました。

封筒

不安をあおるため「重要」の印が押

されている

公的機関を連想させる名称で、電話

を求める

短い期限を定めすぐに電話させよう

とする

封筒に差出人の記載はない
「最終告知」、「民事訴訟」などの言

葉が使われている
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